
見直し作業の結果公表＜検査検定制度＞

①船舶検査の間隔を延長する等の船舶検査制度の改正
②海洋汚染防止設備及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術
基準の国際整合化

①近年の船舶及び舶用機器の信頼性の向上等を踏まえ、船舶検
査制度について合理化を図るため。
②海洋汚染防止条約（ＭＡＲＰＯＬ条約）において定められて
いる海洋汚染防止設備及び油濁防止緊急措置手引書に関する国
際基準については、ＩＭＯにおいて技術革新等への対応、安全
性強化に対する社会的要請に応じるための見直しが随時行われ
ており、それらを踏まえ、海洋汚染防止設備及び油濁防止緊急
措置手引書に関する技術基準について国際的整合性の確保を図
るため。

技術革新等への対応、環境規制の強化に対する社会的要請に応
じるため、ＩＭＯ（国際海事機関）において国際基準の見直し
が行われていることに伴い、基準の国際整合化・性能規定化等
を考慮しつつ、我が国の基準の見直しを行うことにより、海洋
環境の保護の向上と事業者負担の軽減を図った。

・運輸技術審議会における検討（第２２号答申）
・ＩＭＯ（国際海事機関）における検討

(2)改正内容

(1)改正年度

船舶の海洋汚染防止設備の検査

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

国土交通省海事局安全基準課・検査測度課

①平成９年７月（法律改正）
②随時

(3)背景事情

５．今回の見直し作業の結果

見直し作業の実施方法

１．制度の名称（通称可）

２．根拠法令

３．担当部署名

４．当該制度に係る過去５年間
の制度改正状況



ａ ：自己確認・自主保安化を行った。

ｂ ：第三者認証化を行った。

ｃ ：国又は代行機関（指定検査機関等）
による実施とした。

(1)検討結果（選択式）

(2)理由

(1)検討結果

維持する必要がある。

船舶は、風雨、波浪等の厳しい環境の下で、多数の乗員等及び
多種多量の貨物を搭載しており、また、陸岸から離れた水域を
単独で航行する性質を有することから、危険が発生した場合に
は、船舶における乗員等の人命の安全や船舶からの貨物の流出
等による海洋環境の汚染に大きな影響を及ぼすのみならず、水
域で船舶が孤立している等により災害救助等の危険発生時の迅
速な対応が困難な場合には、危険が発生した船舶はもとより、
航行している他の船舶や沿岸住民等の第三者にも影響を及ぼす
という危険性が潜在している。
したがって、これらの危険を未然に防止するため、引き続き、
国が主体となって船舶検査を実施する必要がある。
また、国際条約においても、自国籍の船舶に安全性確保するこ
とは旗国の責務である（旗国主義）と定められている。
一方、国が主体となって検査を実施することを原則としつつ、
一定の能力を有する者として国が認定した事業所において、製
造、改造修理若しくは整備された船舶用品については、国の検
査を省略する制度を導入し、能力の認定にさして国際的な品質
管理標準規格であるＩＳＯ９０００シリーズを活用する等、制
度の更なる活用に努めているところである。

(2)上記の説明

国が主体となって検査を実施することを原則としつつ、国が認
定した船級協会において検査を受けた船舶、国が認定した検定
機関において検定を受けた物件については、国の検査に合格し
たものとする制度を導入している。

ｂ（船級協会について）

ａ（事業場について）

国が主体となって検査を実施することを原則としつつ、一定の
能力を有する者として国が認定した事業場において、製造、改
造修理又は整備された船舶用品については、国の検査を省略す
る制度を導入し、能力の認定に際して国際的な品質管理標準規
格であるＩＳＯ９０００シリーズを活用する等、制度のさらな
る活用に努めているところである。

５－１．国が関与した仕組み
として維持する必要があるか
どうか

５－２．自己確認・自主保安
を基本とした仕組み（自己責
任を重視した考え方）への転
換の状況

ｃ（国、検定機関について）
船舶からの海洋汚染に大きな影響を及ぼす事項については、国
が主体となって検査を実施することを原則とする。
なお、件数が膨大な船舶用品については、国から指定を受けた
検定機関が検定を行う。



③指定検査機関等の指定の
条件の国際基準との整合性

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第１７条の１５第３
項において準用する船舶安全法第２５条の４７第１項

公正、中立な事務の実施が必要となるため。

(1)指定基準（根拠法令条項名及びその概要。なお、写しを１部
添付してください。）

(2)公益法人要件のあるものはその理由

５－１（２）のとおり、船舶は常に危険にさらされており、一
旦事故が発生した場合には、二次災害の発生等の影響を及ぼす
可能性があることから、国が主体となって検査を実施すること
を原則としている。しかしながら、上記のａ及びｂ及びｃにつ
いては、国がａ及びｂに係る組織をチェックすることにより、
十分に安全性を確認することができることから、国の検査の省
略等を行っている。

５－２．においてｃを選択し
た場合

①指定検査機関等に検査の
実施を委ねる仕組みとして
いるものについては、当該
検査機関等として公益法人
要件を課しているかどうか

②自己責任の考え方に基づ
いた仕組み（自己確認・自
主保安化や、優良事業所等
のインセンティブ制度を指
すものとする。）とするこ
とができないと判断した根
拠等

(1)公益法人要件の有無

課している。（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第１
７条の１５第３項において準用する船舶安全法第２５条の４７
第２項）

(2)仮に自己責任の考え方に基づいた仕組みとした場合にはどの
ような問題が生じることとなるかを明らかにし、かつ、どのよ
うな事後的措置を講じればこうした問題の発生に対処できると
考えるか

(1)根拠

(3)理由

５－１（２）のとおり、船舶は常に危険にさらされており、一
旦事故が発生した場合には、二次災害の発生等の影響を及ぼす
可能性があることから、無条件な自己責任の導入は適当ではな
い。

船舶に起因する海洋環境破壊の被害の規模等を考慮すれば、そ
の未然防止が極めて重要であり、自己確認、自主保安あるいは
事後的措置による対応では海洋環境保護を達成することは困難
である。



４－１－１、４－１－２、４－１－４、４－２－ａ）
ｂ）ｃ）ｄ）ｅ）ｇ）ｋ）ｍ）、４－５－１、４－５－
２、４－６－１，４－６－２

４－２－ｉ）ｊ）ｍ）、５－１－１、５－１－２、５－
２－１、５－２－２、５－２－３

４－１－１、４－１－２、４－１－４、４－２－ａ）
ｂ）ｃ）ｄ）ｅ）ｇ）ｋ）ｍ）、４－５－１、４－５－
２、４－６－１，４－６－２

４－２－ｊ）、５－１－１、５－１－２、５－２－１、
５－２－２、５－２－３

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第１７条の１２第１
項

(検定機関)

課している。（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第１
７条の１２第１項）

(2)指定基準の国際整合性（上記指定基準がＩＳＯガイドのどの
条項に適合しているかについて項目ごとに説明）

検査員の選定に関する規程(船舶安全法施行規則第４７条第２
項)

(2)指定基準の国際整合性（上記指定基準がＩＳＯガイドのどの
条項に適合しているかについて項目ごとに説明）

(1)指定基準（根拠法令条項名及びその概要。なお、写しを１部
添付してください。）

(2)公益法人要件のあるものはその理由

(1)公益法人要件の有無

公正、中立な事務の実施が必要となるため。

②指定検査機関等の指定の
条件の国際基準との整合性

５－２．においてｂを選択し
た場合

①第三者認証機関の要件と
して公益法人要件を課して
いるかどうか

業務の実施に関する計画を遂行するに足る経理的及び技術的な
基礎（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第１７条の１
５第３項において準用する船舶安全法第２５条の４７第１項）

検査に関する規程(船舶安全法施行規則第４７条第２項)

海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第３
５条第２項

職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に
関する計画（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第１７
条の１５第３項において準用する船舶安全法第２５条の４７第
１項）



③重複検査の排除等 検討結果及び背景説明について記載。

行っている場合はその状況、行っていない場合はその理由と今
後の見通しについて記載。

　海洋汚染防止設備及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術
基準については、①に記載したとおり、ＩＭＯにおける検討を
踏まえ、随時国際基準との整合化図っているため、ほぼＭＡＲ
ＰＯＬ条約と同様の内容となっており、条約同様性能規定化さ
れた基準となっている。
　なお、少数ではあるが、同条約上仕様的に規定されているも
のについては国内法令上も仕様的に規定されているものもあ
り、国際基準との整合化を確保しつつ、適当な場合において性
能規定化を行うこととする。

①国際整合化（基準の基礎
（性能規定化している場合
にあっては、参照基準）と
して国際規格を用いている
か）。

ＭＡＲＰＯＬ条約の改正を受け、平成９年６月には船舶発生廃
棄物汚染防止規程の備え置きの義務付け等を内容とする海洋汚
染防止法の改正、平成１２年５月には有害液体汚染防止緊急措
置手引書の船内への備え置き及び定期的な検査の義務付けを内
容とする海洋汚染防止法の改正を行う等、ＩＭＯにおいて策定
された海洋汚染防止設備及び油濁防止緊急措置手引書に関する
技術基準等の改正を踏まえ、随時国内法令の整備を行ってい
る。
さらに、今後もＩＭＯにおける検討を踏まえ、国際基準との整
合化を図ることとしている。

②性能規定化

５－３．基準の国際的整合
化・性能規定化、重複検査の
排除等


